
 

１４２ 

21 議案第２１号関係 

 おいらせ町個人情報保護条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

(8) 事業者 法人その他の団体（町、国、

独立行政法人等（個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第２条第

９項に規定する独立行政法人等をいう。以

下同じ。）、町以外の地方公共団体及び地

方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２条第１項に

規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）を除く。以下「法人等」という。）

又は事業を営む個人をいう。 

(8) 事業者 法人その他の団体（町、国、

独立行政法人等（独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５９号）第２条第１項に規定する

独立行政法人等をいう。以下同じ。）、町

以外の地方公共団体及び地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成１５年法律

第１１８号）第２条第１項に規定する地方

独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。

以下「法人等」という。）又は事業を営む

個人をいう。 

(9)・(10) 略 (9)・(10) 略 

  

（開示義務） （開示義務） 

第１５条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかに該当する場合を除き、開示請求者

に対し、当該個人情報を開示しなければなら

ない。 

第１５条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかに該当する場合を除き、開示請求者

に対し、当該個人情報を開示しなければなら

ない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報

（開示請求者以外の事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することにより、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報

（開示請求者以外の事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することにより、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外



 

１４３ 

改 正 案 現 行 

の特定の個人を識別することはできない

が、開示することにより、当該開示請求者

以外の個人の正当な利益が侵害されるお

それがあるものただし、次に掲げる情報を

除く。 

の特定の個人を識別することはできない

が、開示することにより、当該開示請求者

以外の個人の正当な利益が侵害されるお

それがあるものただし、次に掲げる情報を

除く。 

 ア・イ 略  ア・イ 略 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第４項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等の役員及び職員、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２条に規定

する地方公務員並びに地方独立行政法

人の役員及び職員をいう。）である場合

において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職、氏名及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第４項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等の役員及び職員、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２条に規定

する地方公務員並びに地方独立行政法

人の役員及び職員をいう。）である場合

において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行

の内容に係る部分 

(4)～(9) 略 (4)～(9) 略 

 

  


